
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

患者の受付及び案内に係る事務

医事課市立病院

患者さんが来院された際に、スムーズに受診出来るよう、受付機または受付窓口にて来院

確認および保険証の確認を行い、各外来等に案内します。

受付窓口における来院確認
保険証の確認
各外来等への案内
問い合わせ対応

8月 9月
10

月
4月 5月 2月 3月6月

事務作業全般
事務作業全般
案内・誘導

相談・問合せ対応

11

月

12

月
1月7月



あり

保険医療機関及び保険医療養担当規則（受給資格の確認）

第三条  保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その

者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければなら

ない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者

であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。

茅ヶ崎市病院事業の管理等に関する規則第４条



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

健康管理センターにおける業務

市立病院 医事課

健康管理センターにおいて、個人申込みの人間ドックだけでなく、企業人間ドックや企業

健診を行い、予防医学の充実を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

健診案内の送付 事務作業全般

9月
10

月

11

月

人間ドック等の受付 申請等受付
受診台帳の整理 事務作業全般

受診時の説明・誘導 案内・誘導
結果報告書の発送 事務作業全般



なし



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

市民健康講座の開催

市立病院 医事課

市民の健康維持を目的として、当院の医師や看護師等による出張講座を開催します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

広報紙等による周知 周知・広報

9月
10

月

11

月

市民健康講座の内容検討 検討
講師の調整 院内調整・会議

市民健康講座の開催 イベント開催
次年度に向けた課題整理 院内調整・会議



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

診断書、証明書等の交付申請受付に係る事務

市立病院 医事課

患者さんからの診断書や証明書等の交付申請に対して、迅速に対応します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

作成書類の点検 事務作業全般

9月
10

月

11

月

書類の交付申請受付 申請等受付
各種書類の作成にかかる院内調整 事務作業全般

申請者への連絡 事務作業全般



あり

医師法

第１９条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなけれ

ば、これを拒んではならない。

２ 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出

生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを

拒んではならない。

第２０条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付

し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をし

ないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡

した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

会計窓口に係る事務

市立病院 医事課

 診療費の支払いについて、会計窓口にて収納を行う事務です。患者さんを待たせること

がないよう、適切かつ迅速に対応を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

会計窓口収納業務 事務作業全般



あり

茅ヶ崎市病院事業の財務に関する特例を定める規則

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員

及び現金取扱員を置く。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

診療記録の保管に係る事務

市立病院 医事課

・各種法律に基づき、電子カルテの内容がヒストリーマップに正しく収納されているか、

また内容について監査を行う（永年保存）

・紙カルテは保存期間内の管理を行い、保存期間終了後は速やかに廃棄を行う

・スキャン済み帳票の保管期間終了後は速やかに廃棄を行う

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

診療記録の監査 事務作業全般

9月
10

月

11

月

診療記録の保管 事務作業全般
診療記録の廃棄 事務作業全般



あり

・医師法

第２４条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなけ

ればならない。

 ２ 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、

その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師におい

て、５年間これを保存しなければならない。

・医療法施行規則第２０条等                          １

０ 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記

録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにす

る帳簿並びに入院診療計画書とする。

・保険医療機関及び保険医療養担当規則

（診療録の記載及び整備）

第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要

な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

（帳簿等の保存）

第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完

結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結

の日から五年間とする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

診療録の開示に係る事務

市立病院 医事課

患者等の求めにより、口頭による説明、診療記録の写しの交付等、適切な方法により診療

記録の提供行う。また、裁判所・弁護士会・警察等からの依頼に対しての対応も行う。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

患者等への連絡 通知等発送

9月
10

月

11

月

診療録の開示申請受付事務 申請等受付
開示書類作成 事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市個人情報保護条例

(利用及び提供の制限)

第9条

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱

目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供することができる。ただし、保

有個人情報を取扱目的以外の目的のために利用し、又は提供することによって、本人又は

第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

(2) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき又は本人に提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ない必要があると認めて

利用し、又は提供するとき。

・個人情報保護法（第三者提供の制限）

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意

を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

・民事訴訟法第226条

書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託する

ことを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の

交付を求めることができる場合は、この限りでない

・弁護士法第23条の2

1. 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に

照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合にお

いて、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することがで

きる。

2. 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事

項の報告を求めることができる。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
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医事に関する統計及び報告

市立病院 医事課

医事に関する統計データを抽出し、病院日誌や決算、年報等で報告します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

統計データの抽出作業 統計調査・集計
院内報、病院年報等で報告 周知・広報



あり

医療法施行令第四条の八



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

電算の運用管理に係る事務

市立病院 医事課

院内の各システム、マシンの運用管理及び、院内の医療情報システムの適切な運用管理に

努めます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

システム更新・導入に関する検討・調整 検討

9月
10

月

11

月

システムに関する事業者との調整 事務作業全般
システムに関する院内職員との調整 庁内調整・会議

情報システム・機器の管理 事務作業全般
院内職員からの問い合わせ対応 事務作業全般



あり

・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（厚生労働省）

・茅ヶ崎市情報セキュリティ指針

・茅ヶ崎市立病院情報セキュリティ基準



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

医薬品等の製造販売後調査に関する事務

市立病院 医事課

医薬品、診療材料の製造販売後の調査を行う契約を企業と結びます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

業者との契約 伝票処理・契約事務
調査終了に伴う請求業務 伝票処理・契約事務



あり

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令

(平成十六年十二月二十日)

(厚生労働省令第百七十一号)



1 ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

健診に係る契約に関する事務

市立病院 医事課

人間ドック及び健診に関わる自治体・企業との契約を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

企業・自治体等との契約業務 伝票処理・契約事務



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

在宅医療に係る事務

市立病院 医事課

在宅療法を開始する患者さんについて、業者への連絡及び医師が記入した指示書を発行し

ます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

患者への連絡 連絡調整

9月
10

月

11

月

業者との連絡調整 連絡調整
医師との調整 連絡調整



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

湘南メディカルコントロール協議会に係る事務

市立病院 医事課

二次救急を扱う医療機関の使命として、救急救命士等に救急活動に必要な指導・研修を行

う必要があるため、メディカルコントロールに参画します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実習受け入れに係る費用請求 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

実習受け入れに係る契約事務 伝票処理・契約事務
実習受け入れに係る日程調整 連絡調整



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ＤＰＣ対象病院に係る事務

市立病院 医事課

ＤＰＣ（包括評価による診療費の計算方式）による保険請求を行います。

保険請求を行うにあたり、最も適切な病名を決定するための支援を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

ＤＰＣコーディング 事務作業全般
ＤＰＣ様式１作成 事務作業全般



あり

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第１０２号）附則第２条第２項の規

定（平成１５年３月２８日閣議決定）

第３ 診療報酬体系 ３ 具体的な方向

（２）医療機関のコスト等の適切な反映

① 疾病の特性等に応じた評価

急性期入院医療については、平成１５年度より特定機能病院について包括評価を実施す

る。また、その影響を検証しつつ、出来高払いとの適切な組合せの下に、疾病の特性及び

重症度を反映した包括評価の実施に向けて検討を進める。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

医師事務作業補助員の管理業務

市立病院 医事課

医師の負担を軽減する体制づくりを行うため、医師事務作業補助員を適正に配置します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

医師事務作業補助者に対する研修 職員向け研修

9月
10

月

11

月

医師事務作業補助者の配置検討 検討
各外来との調整、課題検討 院内調整・会議



あり

・医療法 第五節 医療従事者の確保等に関する施策等

第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者

の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければなら

ない。                                  ・医師

及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について（通知）医政発第１２

２８００１号



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

入院、外来、その他収入金の請求に係る事務

市立病院 医事課

 連合会及び基金に対する入通院分の保険医療費の請求、公務災害及び労働災害に係る治

療費の請求、交通事故患者に係る医療費の請求及び神奈川県建設連合国民健康保険組合へ

高額療養費の請求等を行う事務です。適切に請求を行い、病院事業としての収益の確保に

努めます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

交通事故患者に係る医療費の請求 事務作業全般

9月
10

月

11

月

連合会及び基金に対する請求 事務作業全般
公務災害等に係る治療費の請求 事務作業全般

高額療養費等の請求 事務作業全般



あり

〇茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例

(使用料及び手数料)

第4条 病院を利用する者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表第1の左欄に掲げる種別に応じ同表の右欄に掲げる額とし、手数料は、

別表第2の左欄に掲げる種別に応じ同表の右欄に掲げる額とする。

〇地方公務員災害補償法

〇労働者災害補償保険法

〇健康保険法



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

予約センターに係る事務

市立病院 医事課

予約受付窓口をセンター化して独立させ、専任スタッフを配置することで、待ち時間の解

消と混雑緩和を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

予約の取得・変更手続き 事務作業全般
医師や診療科との調整 連絡調整



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

入院における事務

市立病院 医事課

予約入院の手続きや各種相談業務等を行い、患者サービスの向上を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

病棟への連絡 連絡調整

9月
10

月

11

月

入院申込書、入院証書等の受理 申請等受付
入院手続等についての説明 説明



あり

茅ヶ崎市病院事業の管理等に関する規則第６条



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

スキャンセンターにおける事務

市立病院 医事課

・スキャンセンターに送られてきた帳票をスキャンする

・スキャン済み帳票が正確にスキャンされているか確認を行う

・ミススキャンを該当部署に返却し、修正を依頼する

・スキャン済帳票の保管・管理を行う

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

スキャン状態の監査 事務作業全般

9月
10

月

11

月

スキャン済み帳票の保管 事務作業全般
スキャン済み帳票の廃棄 事務作業全般

帳票のスキャン作業 事務作業全般



あり

・医師法

第２４条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなけ

ればならない。

 ２ 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、

その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師におい

て、５年間これを保存しなければならない。

・医療法の施行規則第２０条等

１０ 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記

録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにす

る帳簿並びに入院診療計画書とする。

・保険医療機関及び保険医療養担当規則

（診療録の記載及び整備）

第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要

な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

（帳簿等の保存）

第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完

結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結

の日から五年間とする。

・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5 版



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

がん登録に関する事務

市立病院 医事課

院内がん登録は、がん医療の状況を適確に把握するため、がんの罹患、診療、転帰等に関

する情報を記録し、各都道府県の登録室へがん患者さんの罹患情報を届出を行う。

各都道府県で突合・整理された 罹患情報は国（国立がん研究センター）の全国がん登録

データベースにおいて、再度、突合・整理されます。また、これらの罹患情報は、市町村

から人口動態調査として国にあがってきた死亡情報と突合・整理されます。こうして、国

内のがん患者さんの情報を国が一元的に管理することで、がんのより正確な罹患率や生存

率等が把握できるようになります。また、これらの登録情報をがんに係る調査研究に活用

し、その成果を国民に情報提供することになっている。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

院内がん登録作業 統計調査・集計



あり

 がん登録等の推進に関する法律

第二条４   この法律において「院内がん登録」とは、がん医療の提供を行う病院におい

て、そのがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの

罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

各種医療相談の実施

市立病院 医事課

他医療機関、福祉施設、行政と連携し、患者の転院、在宅療養、医療相談等に迅速に対応

します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

患者の転院等にかかる調整 連絡調整

9月
10

月

11

月

医療相談の実施 相談・問合せ対応
院内調整による入院患者の状況把握 院内調整・会議



あり

・健康保険法 保険医療機関又は保険薬局の責務）

３ 保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院その他の病院であって

厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医

療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連

携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。

・保険医療機関及び保険医療養担当規則

（一部負担金等の受領）

第五条

３ 保険医療機関のうち、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第五号に

規定する一般病床（以下「一般病床」という。）を有する同法第四条第一項に規定する地

域医療支援病院（一般病床の数が二百未満であるものを除く。）及び同法第四条の二第一

項に規定する特定機能病院であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互

間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとす

る。

一 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介す

ること。

（転医及び対診）

第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又は

その診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対

診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

（診療に関する照会）

第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又

は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

地域医療連携に係る会議の開催 院内調整・会議

9月
10

月

11

月

紹介・逆紹介に関する事務 事務作業全般
地域医療者向け研修会の実施 研修会

地域医療の推進のため、診療所と病院の連携体制の充実を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

他医療機関との連携に係る事務

市立病院 医事課



あり

・医療法第四条第一項第一号

医療法第四条第一項第一号に規定する「他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医

療を提供し、（中略）体制が整備されていること」とは、いわゆる紹介外来制を原則とし

ていることを意味するものであり、具体的には、つぎのいずれかの場合に該当する。

ア）地域医療支援病院紹介率が八〇％以上であること。

イ）地域医療支援病院紹介率が六五％以上であり、かつ、地域医療支援病院逆紹介率が四

〇％以上であること。

ウ）地域医療支援病院紹介率が五〇％以上であり、かつ、地域医療支援病院逆紹介率が七

〇％以上であること

・医療法施行規則第九条の二

四 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績

七 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績

・医療法施行規則第九条の十九

一 当該病院に勤務しない学識経験者等をもついて主として構成される委員会を当該病院

内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

現金の出納及び管理に関する事務

市立病院 医事課

 現金の管理については、日々集計している現金に違算がないよう、特に厳格に管理を行

うことが求められます。現金の収入方法については、窓口収納、クレジットカード決済に

よる収納、コンビニ代行収納及び銀行振込による収納と多岐に渡るため、それぞれの管理

方法について違算が生じないよう適切に行っています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

銀行振込の集計事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

コンビニ収納代行事務の管理 事務作業全般
現金の集計事務 事務作業全般

クレジット決済の集計事務 事務作業全般



あり

○茅ヶ崎市病院事業の財務に関する特例を定める規則

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員

及び現金取扱員を置く。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

診療報酬請求に係る事務

市立病院 医事課

査定・返戻されたレセプトを調査分析し、再審査請求を積極的に行うことで、収益の確保

を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

査定・返戻内容の分析 事務作業全般
再審査請求手続き 事務作業全般



あり

・健康保険法第76条

1.保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保

険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、

療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又

は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とす

る。

2.前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定する

ものとする。

・保険医療機関及び保険医療養担当規則

（適正な手続の確保）

第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚

生局⾧若しくは地方厚生支局⾧に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する

費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

２ 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれ

らの者の被扶養者である患者（以下単に「患者」という。）の療養上妥当適切なものでな

ければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

未収金の管理、督促及び徴収に係る事務

市立病院 医事課

 医療費を適切に納めていただいている方との公平性を確保するため、医療費の未払者に

対し、督促状の発送及び電話等による催告を行います。

 また、更なる未収金の縮減を図り、収納業務の効率化を図ることを目的として、一定期

間を経過しても支払いのない医療費等に係る未収金について、債権の回収業務を弁護士事

務所に委託しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

委託債権の抽出 事務作業全般

9月
10

月

11

月

診療費の未納者に対する督促状発送 事務作業全般
診療費の未納者に対する電話催告 事務作業全般



あり

○茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例

(使用料及び手数料)

第4条 病院を利用する者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。


